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■ 道路標識の区分

①：主に国土交通省、都道府県、市町村など道路管理者が設置

②：主に都道府県公安委員会が設置

道路標識の区分
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1.案内標識

目的地・通過地の方向、距離や道路上の位置を示す

1) 経路案内 2) 地点案内

道路標識の区分



4

　
2.警戒標識

4.指示標識3.規制標識

注意深い運転を促す

　禁止、規制、制限等

　　　通行する上で必要な指示

道路標識の区分
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道路案内標識の変遷
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東京府下の地域に限定されるものだったが、「標識令」の　
　原型とも言われている。

（道路標識等解説　2.道路標識等の歴史　時崎賢二氏　交通工学　より）

（「制令制文例」様式例）

交通に関する禁止について、「制札」と称した立て札が設置
　されていた。
明治３２年、警視庁では「制札制文例」を通達として告示。

せいさつ

（明治時代）
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大正１１年

　　内務省令「道路警戒標及び道路方向標に関する件」

概要

標識の全国統一を図るため、初めて体系化

標示板は白地、文字・符号は黒ペンキと規定

T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46
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道路案内標識の変遷
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T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

昭和１７年

　　内務省令「道路標識令」　改正

概要

初めて「道路標識」の呼称が誕生

「案内標識」として１種類を制定

道路種類、現在地点名、方面、方向又は距離を表示

道路案内標識の変遷
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T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

昭和２５年　総理府、建設省令

　　「道路標識令」　改正

概要

戦後の急激な交通量の増加を背景に改正

「案内標識」として新たに５種類を制定

白地に青文字、ローマ字併記の様式を位置づけ

道路案内標識の変遷
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T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

昭和３５年　総理府、建設省令

　　「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」

概要

ルート情報を提供する「国道番号標識」を位置付け

夜間視認性の良い「青地に白文字」の配色を採用

走行速度の増加に応じた、案内標識板の拡大

数字に対する中のスペースのバ
ランスを考えおむすび形とした

道路案内標識の変遷
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T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

昭和３７年　

　　標識令　改正

概要

立体交差等の形状を適切に表現するため

　「方面及び方向」標識を位置づけ（青地に白文字）

大都市の主要幹線街路を案内するため「街路の
　名称」標識を位置づけ

道路案内標識の変遷



12

T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

昭和４６年
　　標識令　改正

概要

標識の劣化抑止および視認性確保のため、

　全ての「方面，方向標識」を青地に白文字へ変更

視認性向上のため、ローマ字表示の義務化を廃止

経路案内標識に路線番号、通称名の表示が可能

都道府県道番号標識を位置づけ

道路案内標識の変遷
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T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

概要

道路交通事情の変化と国際化への対応

ローマ字併用表示が復活

歩行者用の著名地点標識を位置づけ

駅、飛行場、病院などのシンボルマーク表示が可能

昭和６１年
　　標識令　改正

道路案内標識の変遷
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（国道用） （主要地方道用） （一般都道府県道用）

T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

概要

■路線番号・通称名による経路案内の促進

■景観への配慮

■交差点部における小型路線番号標識を位置付け

平成７年
　　標識令　改正

道路案内標識の変遷
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T11 S17 S25 S35

S37

H16S61

H12

H7S46

平成１２年
　　標識令　改正

概要

■交通バリアフリー法の施行

■歩行者に対し、移動円滑化施設を示す標識

　を位置付け

道路案内標識の変遷
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S38 H16H7

S42

S46

■概要

■高速道路の整備に伴い、高速道路に設置する案内

標識を制定

■外国事例に加え視認性確保の観点で緑地白文字

昭和３８年
　　標識令　改正

道路案内標識の変遷
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S38 H16H7

S42

S46

概要

■高速道路名称による入口案内

■都市高速道路を対象に、矢印を付記して出口の

　方向も案内する出口予告標識を位置づけ

昭和４２年
　　標識令　改正

道路案内標識の変遷
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S38 H16H7

S42

S46

■概要

路線番号や通称名による経路案内を促進

都市高速道路におけるルート番号標識を位置付け

平成７年
　　標識令　改正

道路案内標識の変遷
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表示に関する基本的考え方

安全かつ円滑な交通確保
のため

まず第一に、視認性の確保が重要

文字の大きさ、配色等が規定

その上で、
　　①国際化に対応したローマ字表記
　　②景観に配慮し、小型化
　　③バリアフリーへの対応　　　　　　　等を実施


